
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 500 万円まで  

応援します   500 万円まで

様々な生活に 300 万円まで

ご利用には審査が必要です。当組合及び保証会社の審査の結果、ご希望にそえない事もござい
ます。あらかじめご了承ください。商品については裏面もご覧ください。 

職域提携企業役職員様向け消費者
ローン「グッドライフパートナー」
は、従業員の皆さまのパートナー
として日々のグッドライフをサポ
ートするローンです。 

(保証料含) 

(保証料含) 

(保証料含) 

(保証会社の保証が付きます) 



 
 

 
 

※1.大明見支店は明見支店、富士見町支店は本店営業部、猿橋支店は大月支店の店舗内へ移転しました。 
※2.小沼支店と桂支店は、桂支店・小沼支店として新店舗へ移転しました。※3.上谷支店は谷村支店の店舗へ移転しました。   R8. 4. 1                                     
 

｢職域提携制度｣をご締結いただいた企業へお勤めの従業員の皆さまに対し特別金利でご融資をいたします。 
保証人不要です(保証会社の保証が付きます。要保証料) 

 グッドライフパートナー 
マイカーローン 

グッドライフパートナー 
教育ローン 

グッドライフパートナー 
フリーローン 

ご利用いた
だける方 

○当組合の営業区域内に居住または勤務されている個人(個人事業主を含む)の方で、都留信用組合と職域提携制度 
 をご締結いただいた企業の役職員または、職域提携に準ずる企業等の役職員の方。 
〇お申込時年齢満 20歳以上満 65歳以下で、完済時の年齢が満 70歳以下の方 
○安定・継続した収入のある方 
○都留信用組合の定める保証会社(株式会社ティーシー保証)の保証が受けられる方 
〇当組合の審査基準を満たす方 

お使いみち ○車両 自動二輪を含む新車・中古 
    車の購入資金 
○車両修理、車検、用品購入費用 
○運転免許証取得資金 
○他金融機関の自動車ローンの借換 
 資金。ただし事業用、営業車両は 
 除きます。 

小･中学校、高等学校、予備校、専門
学校、大学(短大含む)、大学院等の 
①受験時に係る費用(受験料、下見 
 ・宿泊費用等) 
②入学時に係る費用(入学金、寄付  
 金、授業料、敷金･礼金等) 

③※1在学中に係る費用(授業料、研修 
 費用、仕送資金等)※1上限あり。 
上記①②③の費用はお支払から 3 ヶ
月以内に限り支払済資金も可能で
す。 
④他金融機関の教育資金に関するロ 
 ーンの借換資金 

〇自由 

 事業性資金は除きます。 

 ただし、保証会社が承諾した場合 
 は除きます。 

ご融資金利 
変動金利制 

年 3.625%(R8.4.1現在) 
保証料を一括でお支払いの場合は 
年 3.125%になります。 

年 3.625%( R8.4.1現在) 
保証料を一括でお支払いの場合は 
年 3.125%になります。 

年 6.250%( R8.4.1現在) 
保証料を一括でお支払いの場合は 
年 4.450%になります。 

遅延損害金 年 14.6％ 
ご融資金額 ○10万円以上 500万円以下(1万円単位) 〇10万円以上300万円以下(1万円単位) 

ご融資期間 
○1年以上 10年以内 
 1ヶ月単位 
 元金据置はできません。 

○1年以上 15年以内 

 据置期間を含む 1ヶ月単位 

 最長 5年の据置期間を含みます。 

○1年以上 7年以内 
 1ヶ月単位 
 元金据置はできません。 

ご返済方法 ○元利均等返済 ご融資額の 50%までボーナス返済もご利用いただけます。 
担保・保証人 ○原則不要です。ただし、保証会社の保証条件により、連帯保証人をお願いする場合があります。 
本人確認に
ついて 

運転免許証、パスポート、※2個人番号カード、写真付住民基本台帳カードのいずれかの原本をご提示していただき
本人確認をいたします。※2個人番号(マイナンバー)は記録いたしません。 

お申し込み
時に必要な
もの 
 

○所得を確認できるもの 最新年度のいずれかの写し 
 源泉徴収票、住民税決定通知書、所得証明書、給与明細書、確定申告書控 
○ご印鑑(ご返済用口座のお届け印) 
○お使いみちを確認できるもの 以下のいずれかの写し 
 ①マイカーローン…見積書、契約書、車検証 
 ②教 育 ロ ー ン…合格通知書、入学金納付書、授業料納付書、在学を証 
  明する学生証、※3在学を証明する在学証明書 ※3のみ原本になります。 
 ①②ともお借換の場合は、返済予定表、返済用預金口座通帳、残高証明書 
 等の写しが併せて必要になります(直近 6ヶ月)。 

〇お使いみちを証明できるもの 
 原則不要 
 ただし、審査によって必要となる 
 場合があります。 
 

◆金利情勢等により金利が変更になる場合があります。◆ローンにつきましては、事前に審査がございます。また、 
 審査結果によっては、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
○本制度以外にも多種多様な商品を取り揃えております。 
○ローン以外にも、年金・退職金・預り資産等ご相談ください。 
○ご相談は、当組合窓口・職場・ご自宅等で承ります。 

店舗一覧 
本店営業部 0555-24-4813 明見支店 0555-23-2360 上吉田支店 0555-23-4821 
竜ケ丘支店 0555-24-2131 富士吉田南支店 0555-24-3733 大明見支店※1 0555-23-2360 
富士見町支店※1 0555-24-4813 新西原支店 0555-22-8118 小立支店 0555-72-2148 
河口湖支店 0555-72-2131 山中湖支店 0555-62-2131 小沼支店※2 0555-25-2131 
忍野支店 0555-84-3341 平野支店 0555-65-7711 桂支店※2 0555-25-2131 
谷村支店 0554-43-2131 上谷支店※3 0554-43-2131 禾生支店 0554-45-7121 
大月支店 0554-22-1333 猿橋支店※1 0554-22-1333 上野原支店 0554-62-5311 




